
新城市耐震改修時バリアフリー化事業補助金交付要綱 

 

 （趣旨） 

第１条 この要綱は、木造住宅の耐震改修工事と併せて行う高齢者等が同居する住宅のバ 

リアフリー化工事に要する費用について、予算の範囲内において補助金を交付すること

により、高齢者等の暮らしの安全を確保することを目的とする。 

2 前項の補助金の交付については、新城市補助金等交付規則（平成１７年新城市規則第

４３号）に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。 

 

 （定義） 

第２条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところに

よる。 

１「高齢者等」とは次の各号に該当するものをいう。 

（1）６５歳以上の高齢者 

（2）４０歳以上６５歳未満の者で介護保険法（平成９年法律第１２３号）第１９条第１

項の規定による認定を受けた２号被保険者 

（3）身体障害者福祉法施行規則（昭和２５年厚生省令第１５号）第５条第３項に定める

別表第５号（身体障害者障害程度等級表）において、視覚障害及び、肢体不自由の１

級から３級までのいずれかに該当する者 

（4）厚生労働省が指定する難病疾病患者で、医師が前述の障害者に準ずると認めた者。 

２「バリアフリー化事業」とは、高齢者等が日常生活において円滑に利用できるような

住宅の構造及び設備の整備に係る工事 

 

 （補助対象者） 

第３条 補助金の交付の対象となる者（以下「補助対象者」という。）は、次の各号に掲げ

る要件のいずれも満たすものとする。 

(1) 耐震化補助金要綱に基づく補助金の交付を受けて耐震改修工事を行う者。 

(2) 高齢者等が同居する世帯に属する者又は、バリアフリー化事業が完了した日から

３０日以内に、当該バリアフリー化事業を行った住宅において、高齢者等と同居しよ 

 うとする者 

(3) 市税等を滞納していないものであること。 

 

（補助対象事業、補助対象経費及び補助金の額） 

第４条 補助金の交付の対象となる事業（以下「補助対象事業」という。）、補助金の交付

の対象となる経費（以下「補助対象経費」という。）及び補助金の額は、次のとおりとす

る。 



補助対象事業 補助対象経費 補助金の額 

耐震化補助金要綱に基づ

く補助金の交付を受けて

行う耐震改修工事に合わ

せて行うバリアフリー化

事業 

手すりの設置、段差の解

消、床材の変更、引き戸

への取り換え、洋式便所

への変更その他市長が適

当と認めるバリアフリー

化事業に要する工事費 

当該バリアフリー化事業に要した

費用の２分の１に相当する額（ 

その額に１，０００円未満の端数

があるときは、これを切り捨てた

額）。ただし、２０万円を上限とす

る。 

２ 補助対象者が介護保険法第４５条第１項の規定による居宅介護住宅改修費の給付又は、

新城市障害者等日常生活用具給付等事業実施要綱（平成１７年１０月１日制定。）に基づ

く住宅改修費の給付を受ける者、又は過去に受けた者である場合にあっては、この要綱

に基づく補助金は交付しないものとする。 

 

 （補助金の交付申請） 

第５条 補助金の交付を受けようとする者（以下「申請者」という。）は、耐震改修時バリ

アフリー化事業補助金交付申請書（様式第１）に次の各号に掲げる書類を添えて、市長

に申請しなければならない。 

(1) 工事内容が分かる書類 

(2) 施工する前の施工箇所の写真 

(3) 工事費用の内訳が分かる書類 

(4) 耐震化補助金要綱に基づく補助金の交付決定通知書の写し 

(5) その他市長が必要と認める書類 

２ 補助金の交付の申請は、同一の住宅につき１回限りとする。 

 

 （補助金の交付決定） 

第６条 市長は、前条第１項の規定による申請があったときは、その内容を審査の上、補

助金の交付の適否を決定し、耐震改修時バリアフリー化事業補助金交付決定通知書（様

式第２）により申請者に通知するものとする。 

２ 市長は、前項の規定により通知をするときは、必要な条件を付すことができる。 

 

 （補助事業の変更） 

第７条 前条第１項の規定により補助金の交付の決定を受けた者（以下「申請者」という。）

は、補助金の交付の決定を受けた補助対象事業（以下「補助事業」という。）について、

その内容を変更しようとするときは、あらかじめ耐震改修時バリアフリー化事業補助金

変更申請書（様式第３）を市長に提出しなければばらない。 

２ 市長は、前項の規定による申請があった場合は、その内容を審査し、適当であると認

めたときは、耐震改修時バリアフリー化事業補助金補助金変更決定通知書（様式第４）



により、申請者に通知するものとする。 

３ 申請者は、補助事業が予定の期間内に完了しない場合又は当該補助事業の遂行が困難

になった場合は、速やかに耐震改修時バリアフリー化事業補助金遅滞等報告書（様式第

５）を市長に提出し、その指示を受けなければばらない。 

４ 市長は、前項の報告書を受理したときは、その内容を確認し、指示書（様式第６）に

より申請者に指示するものとする。 

 

 （補助事業の中止） 

第８条 申請者は、補助事業を中止しようとするときは、木造住宅耐震改修に伴うバリア

フリー化事業補助事業中止届（様式第７）を市長に提出しなければならない。 

 

 （完了実績報告等） 

第９条 申請者は、補助事業が完了したときは、当該補助事業が完了した日から起算して

２０日を経過した日又は第６条第１項の規定による補助金の交付決定のあった日の属す

る年度の３月末日までのいずれか早い期日までに、木造住宅耐震改修に伴うバリアフリ

ー化事業補助完了実績報告書（様式第８）に次の各号に掲げる書類を添えて、市長に提

出しなければばらない。 

(1) 領収書の写しその他バリアフリー化事業に要した費用が分かる書類 

(2) 施工後の施工箇所の写真（施工状況の確認ができるものを含む。） 

(3) 新たに高齢者等と同居する場合は、バリアフリー化事業を行った住宅に居住する者

全員の住民票 

(4) その他市長が必要と認める書類 

 

 （補助金の額の確定） 

第１０条 市長は、前条の規定による報告があったときは、その内容を審査し、適当であ

ると認めたときは、補助金の額を確定し、耐震改修時バリアフリー化事業補助金確定通

知書（様式第９）により、申請者に通知するものとする。 

 

 （補助金の請求及び交付） 

第１１条 申請者は、前条の規定による通知を受けた日から起算して１０日以内に請求書

（様式第１０）を市長に提出しなければならない。 

２ 市長は、前項の請求書の提出を受けたときは、申請者に補助金を交付するものとする。 

 （交付決定の取消し及び補助金の返還） 

第１２条 市長は、申請者が次の各号のいずれかに該当する場合は、交付の決定をした補

助金の全部若しくは一部を取り消し、又は既に交付した補助金の全部若しくは一部につ

いて期限を定めて返還を命ずることができる。 



(1) 虚偽の申請その他の不正の行為により補助金の交付決定を受けたとき。 

(2) 交付決定の内容及びこれに付した条件又はこの要綱に違反したとき。 

(3) 第９条に定める期日までに、完了実績報告書が提出されなかったとき。 

(4) その他市長が不適当と認める事由が生じたとき。 

  

 （その他） 

第１３条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。 

   附 則 

 この要綱は、平成２６年４月１日から施行する。 

   附 則 

 この要綱は、平成２８年４月１日から施行する。 


